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▼はじめに 

このニュースレターは、八戸市連合町内会連絡協議会での取り組み

や八戸市内の連合町内会・町内会・自治会での活動などを紹介し、相

互の情報共有や各町内会等での活動に役立てていただくこと、さらに

は、市民の皆さまにもお読みいただき、町内会の活動への関心を高め

ていただくことを目的に発行するものです。 

 

内容 

1 不動産関係団体と協定締結 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ページ 

2 町内会加入取次開始 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ページ 

3 町内会活動 Q＆A 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ページ 

4 地域の活動紹介 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ページ 

5 地域づくり掲示板 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ページ 

 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(左から、八戸市連合町内会連絡協議会 佐々木会

長、小林八戸市長、公益社団法人青森県宅地建物取

引業協会八戸支部 久保支部長、公益社団法人全日

本不動産協会青森県本部 葛西副本部長) 

平成 25 年 9 月 2 日（月）、八戸市連合町

内会連絡協議会は、八戸市及び、青森県宅地

建物取引業協会八戸支部並びに全日本不動産

協会青森県本部との間で、『八戸市における町

内会等への加入促進に関する協定』を締結し

ました。 

今後は、各団体が連携・協力して全市的な

町内会加入促進活動に取り組みます。 

  

 

両不動産関係団体の加盟店にお

いて、アパートへの新規入居者等に

対し、チラシの配布やポスターの掲

示などにより、町内会への加入を働

きかけていただきます。 

協定による主な取り組み 

各団体が協力し、町内会・自治会への加

入を促進することにより、町内会等の活動

の活性化を図り、よりよい地域社会の形成

及び住民の福祉の向上を資することを目的

としています。 

 

 

協定の目的 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

今まで八戸市役所では、市民のかたから町内会への加入の問い合わせ

があった場合、該当する町内会長の連絡先をお伝えし、ご自身で連絡を

取っていただいていましたが、今後は町内会への加入の申込みが市役所

の窓口でできるようになりました。町内会への加入方法が容易になるこ

とで、町内会加入者がより増えることが期待されます。 

 

『町内会・自治会加入取次
依頼書』 記入内容 

1.氏名（フリガナ） 

2.住所 

3.電話番号 

4.世帯の人数 

 

依頼書は八戸市ホ
ームページ『町内会
に加入しましょう』
のページにも掲載
しています。 

町内会 

 

入会希望者 

 

入会手続き 

③連絡・訪問・説明 

 

 

①依頼書提出 ②情報提供 

 

①「町内会・自治会加入取次依頼書」を市民連携推進課に提出 

②市民連携推進課より、該当町内会へ連絡（取り次ぎ） 

③町内会より、入会希望者へ連絡・説明後、入会手続き 

町内会加入申込みの流れ 

大規模災害時には、道路の寸断、情報の遮断などで、市や消防などの公的機関は迅速な対

応が困難となり、地域が孤立する可能性があります。こういった場合には、例えば壊れた建

物に閉じ込められた人を隣近所の人たちが救出したり、地域住民同士が連携して避難したり

するなど、住民同士の助け合いが被害を最小限に抑える上で大きな効果を発揮します。 

 東日本大震災においても、避難誘導や安否確認、炊き出しなど、町内会・自治会が災害対

応に大きな役割を果たしました。 

 町内会・自治会は、日頃からの地域活動を通じて住民同士のつながりを深めるとともに、

自主防災会を組織している町内会・自治会においては、いざという時に備えて避難訓練や救

護訓練、炊き出し訓練などを行い、防災力向上に取り組んでいます。 

 

 

お問合せ先：市民連携推進課（本館４階） 

電話 43-9182（直通） FAX 47-1485 

E-mail   renkei@city.hachinohe.aomori.jp 

※依頼書は郵送、FAX 又はＥメールでもお送りいただけます。 
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市連合事務局 

（市民連携推進課）
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この会報は、市川 

地区の全世帯に配布 

しているほか、市川 

中学校のホームページにも掲載し、地

域住民に広く情報を発信しています。 

また、調べる会では、平成 19 年に公

民館文化祭で、市川地区内の神社写真

展を開催し、その後、平成 22 年には、

国史跡に指定されている長七谷地貝塚

など、市川地区の史跡や石碑、昔話が

伝わる場所を巡るバスツアーを開催し

ました。同ツアーでは、当会のメンバ

ーがツアーガイドとなり、参加者に見

学箇所にまつわる歴史を分かりやすく

説明しました。 

今後は、会報誌の発行を継続しなが

ら、地域の小中学校で課外授業をする

など、更に一歩踏み込んだ活動をして、

当会の結成目的である「市川を後世に

語り継ぐ」ことを実践していきたいと

考えています。 

 

  

 

市川を調べる会（以下「調べる会」）は、

先祖から受け継いだものを、私たちの世代

で絶やさないように、自分たちの住む市川

を後世に語り継ぎ、ふるさとに誇りと愛着

を持てるようにと、同地区の有志の人たち

が結成しました。 

寺社、昔語り、人物、風土など、会員が

各自取材した内容を持ち寄り、毎月１回、

市川公民館で勉強会を開催しています。 

また、持ち寄った情報をもとに、年に 3

回程度、会報を編集し、平成 18 年の第１

号から現在までに、第 26 号を発行してい

ます。 

 

市
川
歴
史
を
巡
る
ツ
ア
ー
の
様
子 

市
川
公
民
館
は
、
調
べ
る
会
の
結
成
当
初

か
ら
、
会
報
の
発
行
と
全
世
帯
へ
の
配
布
を

公
民
館
の
事
業
と
し
て
行
う
な
ど
、
さ
ま
ざ

ま
な
面
で
協
力
し
て
い
ま
す
。 

3 ページ 

 地域の活動紹介 

～市川地区 市川を調べる会～ 

会
報
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を
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会報の編集会議に集まった会員のかたがた 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八戸市連合町内会連絡協議会では、この度、町内会加

入促進キャンペーンの実施に合わせて作成した『のぼり』

の貸出を開始しました。 

町内会のイベント等で積極的にご活用いただき、市民

の皆さまに町内会への関心を高めていただきたいと考え

ています。 

貸出を希望される場合は、下記貸出窓口までお問合せ

ください。 

  

 

ピンク        ブルー 

写真は、「ボランテ
ィア・市民活動フェ
スティバル 2013」
での『町内会加入促
進キャンペーン』の
様子です。 

 

4 ページ 

編集発行：八戸市連合町内会連絡協議会（事務局：八戸市総合政策部市民連携推進課） 

〒031-8686 八戸市内丸 1-1-1 市庁舎本館 4 階 

電話番号：0178-43-9182 FAX 番号：0178-47-1485 

電子メール：renkei@city.hachinohe.aomori.jp 

ホームページ：八戸市トップ＞まちづくり＞地域コミュニティ＞八戸市連合町内会連絡協議会 

◆町内会加入促進チラシでPR◆ ◆町内会加入窓口を開設◆ 

  

 

貸
出
窓
口 

【市民連携推進課 本館 4 階】 

・電 話 ４３－９１８２（直通） 

・貸出物 旗（サイズ：縦１８０ｃｍ×横６０ｃｍ） 

      ポール・スタンド（水を入れるタイプ） 

・貸出料 無料 

 

 
 


